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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月18日(2014.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の外部にある電源から漏電遮断器を経由した電力線を介して前記車両に搭載した蓄
電池を充電する車載充電装置であって、
　前記車両に関する車両情報を蓄積する記憶部と、
　前記記憶部に蓄積された前記車両情報を前記車両の外部へ送信することが必要であると
判断したとき、前記漏電遮断器を閉路するための制御信号を出力した後、前記電力線を通
信回線として用いてＰＬＣ通信の回線確立を行ない、前記記憶部に蓄積された前記車両情
報を前記車両の外部への送信する前記車両側ＰＬＣ通信制御部と、
　を備えることを特徴とする車載充電装置。
【請求項２】
　前記車両側ＰＬＣ通信制御部は、前記車両の外部にある電源から前記車両に搭載した蓄
電池への充電が行われていないときに、前記漏電遮断器を閉路するための前記制御信号を
出力する、
　請求項１に記載の車載充電装置。
【請求項３】
　前記車両側ＰＬＣ通信制御部は、所定のデータサイズ以上の前記車両情報が前記記憶部
に蓄積されたときに、前記車両情報を前記車両の外部へ送信することが必要であると判断
し、ＰＬＣ通信の回線確立後、前記記憶部に蓄積された送信可能な前記車両情報のすべて
を前記車両の外部へ送信する、ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の車載充
電装置。
【請求項４】
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　前記記憶部に蓄積された前記車両情報はカテゴリごとに優先度が設定され、
　前記車両側ＰＬＣ通信制御部は、前記優先度が所定のレベルより高い前記車両情報が前
記記憶部に蓄積されたとき前記車両情報を前記車両の外部へ送信することが必要であると
判断し、ＰＬＣ通信の回線確立後、前記記憶部に蓄積された送信可能な前記車両情報のす
べてを前記車両の外部へ送信する、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の車載充電装置。
【請求項５】
　前記記憶部に蓄積された前記車両情報はカテゴリごとに優先度が設定され、
　前記車両側ＰＬＣ通信制御部は、前記優先度が所定のレベルより高い前記車両情報が前
記記憶部に蓄積されたとき前記車両情報を前記車両の外部へ送信することが必要であると
判断し、ＰＬＣ通信の回線確立後、前記記憶部に蓄積された前記優先度が所定のレベルよ
り高い前記車両情報を前記車両の外部へ送信する、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の車載充電装置。
【請求項６】
　前記記憶部に蓄積された前記車両情報のカテゴリごとに優先度係数とデータサイズとの
乗算で求まる評価値が設定され、
　前記車両側ＰＬＣ通信制御部は、前記評価値が所定値より高い前記車両情報が前記記憶
部に蓄積されたとき前記車両情報を前記車両の外部へ送信することが必要であると判断し
、ＰＬＣ通信の回線確立後、前記記憶部に蓄積された送信可能な前記車両情報のすべてを
前記車両の外部へ送信する、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の車載充電装置。
【請求項７】
　前記記憶部に蓄積された前記車両情報のカテゴリごとに優先度係数とデータサイズとの
乗算で求まる評価値が設定され、
　前記車両側ＰＬＣ通信制御部は、前記評価値が所定値より高い前記車両情報が前記記憶
部に蓄積されたとき前記車両情報を前記車両の外部へ送信することが必要であると判断し
、ＰＬＣ通信の回線確立後、前記記憶部に蓄積された前記評価値が所定値より高い前記車
両情報を前記車両の外部へ送信する、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の車載充電装置。
【請求項８】
　前記車両側ＰＬＣ通信制御部は、前記漏電遮断器が電力線を遮断しているとの情報を受
信した場合に、前記記憶部に蓄積された前記車両情報を前記車両の外部へ送信することが
必要であるか否かの判断を行う、ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の車載
充電装置。
【請求項９】
　前記車両情報は、前記車両の故障検知情報、電池漏電検知情報、緊急を要するセンサカ
メラ画像、車室内温度異常情報、充電率低下情報、センサ振動検知情報、メンテナンス情
報、定期的なセンサカメラ画像、または、サーバに定期送信する走行履歴情報、のうちの
少なくとも１つの情報である、ことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか一項に
記載の車載充電装置。
【請求項１０】
　前記車両側ＰＬＣ通信制御部は、前記故障検知情報、前記電池漏電検知情報、前記緊急
を要するセンサカメラ画像、前記車室内温度異常情報、または、前記充電率低下情報が前
記記憶部に蓄積されると、前記記憶部に蓄積された前記車両情報を前記車両の外部へ送信
することが必要であると判断する、ことを特徴とする請求項９に記載の車載充電装置。
【請求項１１】
　前記車両側ＰＬＣ通信制御部は、前記車両情報が送信された後に、送信が完了した前記
車両情報を前記記憶部から削除する、ことを特徴とする請求項１から請求項１０のいずれ
か一項に記載の車載充電装置。
【請求項１２】
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　前記車両側ＰＬＣ通信制御部は、前記車両情報を送信完了できない場合であって、かつ
、ＰＬＣ通信の回線確立をしていない場合は、前記車両情報の優先度が所定の優先度レベ
ルより低い車両情報を前記記憶部から削除する、ことを特徴とする請求項４から請求項７
のいずれか一項に記載の車載充電装置。
【請求項１３】
　前記車両側ＰＬＣ通信制御部は、前記漏電遮断器から漏電ありの情報を受信した場合は
、前記漏電遮断器を閉路するための前記制御信号を送信しない、ことを特徴とする請求項
１から請求項１２のいずれか一項に記載の車載充電装置。
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